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○
千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則 

新 

旧 

千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則 

千
葉
県
建
築
士
法
施
行
細
則 

昭
和
二
十
六
年
一
月
二
十
三
日 

規
則
第
二
号 

昭
和
二
十
六
年
一
月
二
十
三
日 

規
則
第
二
号 

 
 

（
二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
） 

（
二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
） 

第
六
条
の
七 

略 

第
六
条
の
七 

略 

２ 

略 

２ 

略 

３ 

報
告
書
等
（
第
一
項
の
報
告
書
及
び
前
項
の
添
付
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
提
出
は
、
当
該
報
告
書
等
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

報
告
書
等
（
第
一
項
の
報
告
書
及
び
前
項
の
添
付
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
提
出
は
、
当
該
報
告
書
等
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

一 

略 

一 

略 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も

つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
知
事
に
交
付
す
る
方
法 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一

定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」

と
い
う
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
知
事
に
交
付

す
る
方
法 

 
 

（
登
録
事
項
） 

（
登
録
事
項
） 

第
十
条 

名
簿
に
は
、
次
の
事
項
を
登
録
す
る
。 

第
十
条 

名
簿
に
は
、
次
の
事
項
を
登
録
す
る
。 

一 

略 

一 

略 

二 

氏
名 

二 

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別 

三
～
六 

略 

三
～
六 

略 

 
 

（
名
簿
の
閲
覧
） 
（
名
簿
の
閲
覧
） 

第
十
六
条
の
二 

略 

第
十
六
条
の
二 

略 

２
・
３ 

略 

２
・
３ 
略 

４ 

前
各
項
の
規
定
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
縦
覧
等
に
係

る
名
簿
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
新
設
） 
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（
登
録
状
況
の
報
告
） 

（
登
録
状
況
の
報
告
） 

第
十
六
条
の
八 

略 

第
十
六
条
の
八 

略 

２ 
略 

２ 

略 

３ 

報
告
書
等
（
第
一
項
の
報
告
書
及
び
前
項
の
添
付
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
提
出
は
、
当
該
報
告
書
等
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

報
告
書
等
（
第
一
項
の
報
告
書
及
び
前
項
の
添
付
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
提
出
は
、
当
該
報
告
書
等
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
知
事
に
交

付
す
る
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

指
定
登
録
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当

該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の 

 

（
新
設
） 

 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
知
事

に
交
付
す
る
方
法 

 

（
新
設
） 

 
 

（
指
定
登
録
機
関
へ
の
書
類
の
交
付
） 

（
指
定
登
録
機
関
へ
の
書
類
の
交
付
） 

第
十
六
条
の
十
一 

略 

第
十
六
条
の
十
一 

略 

２ 

前
項
の
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

略 

一 

略 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
指
定

登
録
機
関
に
交
付
す
る
方
法 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
指
定

登
録
機
関
に
交
付
す
る
方
法 

 
 

（
建
築
士
事
務
所
に
係
る
書
類
の
閲
覧
） 

（
建
築
士
事
務
所
に
係
る
書
類
の
閲
覧
） 

第
二
十
二
条 

略 

第
二
十
二
条 

略 

２
・
３ 

略 

２
・
３ 

略 

４ 

前
各
項
の
規
定
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
縦
覧
等
に
係
る
閲
覧
書
類
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

 


